
１　総括

歳出額 人件費 人件費率 (参考)２２年度

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 人件費率

千円 千円 ％ ％

２８，０７６，０２１ ４，７４０，５４３ １６．９ １５．３

一人当た
り給与費

給料 期末・勤勉手当 Ｂ　計 Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 千円

１，９５１，３１１ ７０４，２２４ 2,910,679 ５，６８５

(注）１

２

３

Ａ

２５５，１４４

千円

玉名市の給与・定員管理等について

　市職員の給与や定員管理等の実態を市民の皆様にご理解いただくため、平成２４年４月1日
現在の状況を公表します。

２３年度
６９，５８７ １，０５０，２８７

類似団体比較

一人当り給与費

(3) 特記事項 千円

区分

２３年度

職員手当

人

５１２

職員数

６，０４５

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

実質収支

(注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

区分

(平成２４年３月３１日現在)

住民基本台帳人口

人 千円

　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す
指数です。
　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
のです。

　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特定法による措置が無いとした場合の値です

給与費

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）
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（単位：円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200

243,700 307,800 354,700 388,300 400,600 422,600 456,200

３６２，９９９３９１，４８６３２７，７４８４３．２

※　国の平均給料月額等の（　）欄は、給与改定特例法による措置が無い場合の値（減額前）です。

円
３０４，９４４

（３２９，９１７）

円
３７２，９０６

（４０１，７８９）

円
３７２，９０６

（４０１，７８９）

類似団体

歳
４２．８

円円円歳

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

１号級の
給料月額

最高号給
の給料月
額

国

２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日）

平均給与月額
（国ベース）

　　　　　　円
３４６，０１６

円
３７６，０１０

平均給与月額

円
３６３，０９６

円
４０８，３１１

玉名市

　　①一般行政職

歳
４２．３

歳
４３．９

熊本県

平均給料月額

円
３２３，９０６

円
３４７，２３６

平均年齢区分



参　　　考

平均年
齢

職員数
平均給料

月額

平均給与
月額
（Ａ）

平均給与
月額

（国ベー
ス）

対応する
民間の類
似職種

平均年
齢

平均給与
月額
（Ｂ）

Ａ／Ｂ

３８．４
歳

７人 ２５０，３００円 ２６８，８４２円 ２６４，９４２円 調理士 ４４．９歳 ２００，６００円 134.0％

５６．８
歳

４人 ２８８，８００円 ２９２，４３６円 ２８８，８００円
歳 円

1

2

3

4

歳
国 ３，４７９人４９．７歳

307,506円
(323,181

円)

307,506円
(323,181

円)

5

３６９，１１８円

年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務
員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加
えた試算値です。

―

156.7%

玉名市

うち学校給食員

　　熊本県

国の平均給料月額等の（　）欄は、給与改定特例法による措置が無い場合の値（減額前）です。

円

３９人

―

２，６９２，２００円

―

270,465円
(285,030円)

４，２１７，４０３円

　　②技能労務職

区分

公務員

３５０，１４５円３５９人 ３３２，３２２円

民　　　間

１１人 ２６４，３００円

４９．２歳 歳 円

うち学校給食
員

うちその他の
技能労務職

２７７，４２２円 ２７０，６８４円
歳

　　玉名市
４５．２

歳

円

区分 年収ベース（試算値）の比較

参　　　考

C／D公務員（C） 民間（D）

３１４，７９２円　　類似団体 ４９．０歳

②技能労務職の表における民間類似職種の給与情報は、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調
査」（賃金センサス）の職種別の数値を３ヶ年平均（平成２０年度から平成２２年度までの各年度の労働者
数で過重平均）　したものです。また、技能労務職と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用
形態等の点において完全に一致しているものではありません。

「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

歳 円

（注）

３５０，２５５円 ３３５，６３０円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など
のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされたもので
す。
また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当
等の手当が含まれていないことから、比較にために国家公務員と同じベースで再計算したものです。



玉名市 熊本県

１７２，２００円 １７２，２００円 １６３，９８６円 （１７２，２００円）

１４０，１００円 １４０，１００円 １３３，４１７円 （１４０，１００円）

１３７，２００円 １４６，７００円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

２５９，０５０円 ３０５，１８３円 ３５８，４６６円

２１３，１００円 ２５６，８６６円 ３０２，１７１円

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円 ２９１，８００円

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

職員数 構成比

(注）

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

２　級 主事、技師

(2) 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

標準的な職務内容区分

１　級 主事、技師 ２５人 ５．８％ 

区分

４　級
課長補佐、主幹、特に高度な知識経験の係長、
参事、主査

１３６人 ３１．７％ 

３　級 係長、参事、主査、主任、技術主任 １３４人 ３１．２％ 

技能労務職

１１．０％ 

７　級
高度な知識経験の部長、総合支所長、
首席審議員

１４人 ３．３％ 

５　級
課長、審議員、高度な知識経験の課長補佐、
主幹

５５人 １２．８％ 

部長、総合支所長、首席審議員、
高度な知識経験の課長、審議員

４７人

大学卒

高校卒

高校卒

１８人

―

４．２％ 

大学卒

高校卒

国

注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）で
ある。

１　玉名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

一般行政職

区分

一般行政職

技能労務職
高校卒

中学卒

６　級



　一般行政職の級別職員数の推移

（２）昇給への勤務成績の反映状況

全職員を対象とした能力・実績に基づく人事評価を昇給に反映していませんので、昇給
区分に差を設けていません。

5.80% 6.60% 5.90%

4.20% 4.80% 7.30%

31.20%
32.00% 29.50%

31.70%
29.90%

23.40%

12.80% 12.50%

16.30%

11.00% 10.60%
13.20%

3.30% 3.60% 4.30%
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１級



５　職員の手当の状況

勤勉手当 勤勉手当 勤勉手当

１．３５月
分

１．３５月
分

１．３５月
分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50月分 30.55月分 勤続20年 23.50月分 30.55月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分 勤続25年 33.50月分 41.34月分

勤続35年 47.50月分 59.28月分 勤続35年 47.50月分 59.28月分

最高限度
額

59.28月分 59.28月分
最高限度
額

59.28月分 59.28月分

その他の
加算措置

その他の
加算措置

―　　千円
２２，９２８

千円

（３）地域手当（平成２４年４月1日現在）

支給対象
地域

支給率
支給対象
職員数

支給対象
職員数

国の制度
（支給率）

福岡市 10% １人 １人 10%

(1) 期末手当・勤勉手当

（加算措置の状況）

期末手当    

２．６０月分２．６０月分

期末手当    

２．６０月分

（２３年度支給割合）（２３年度支給割合）

１人当たり平均支給額（２３年度）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

1人当たり平均支給額

玉名市 国

能力・実績に基づく人事評価を成績率に反映していませんので、差を設けず一律の支給を行っています。

(2) 退職手当（平成２４年４月１日現在）

役職加算　　　　　５％～２０％ 役職加算　　　　　５％～２０％

管理職加算　　　１５％～２５％

支給職員1人当たり平均支給年額（２３年度）

３０１千円支給実績（２３年度）

３００，６００円

　（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

職制上の段階、職務の級等による加算措置職務の級による加算措置

（加算措置の状況）

１，３６３千円

役職加算　　　　　５％～１５％

管理職加算　　　１０％～２５％

（２３年度支給割合）

期末手当    

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）

玉名市 国

１人当たり平均支給額（２３年度）

―   　千円

熊本県

１人当たり平均支給額（２３年度）

１，５８６千円



（４）特殊勤務手当（平成２４年４月１日）

支給実績（平成２３年度決算）

７種類の手当の内容等

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

市税事務従事手当 市税事務に従事する職員 市税の賦課徴収業務 日額　２２０円

防疫等作業手当
感染症発生地の消毒及び患者
の処置に従事した職員

感染症の病原体に汚
染されている区域に
おいて患者の看護又
は当該病原体の付着
した物件若しくは付
着の疑いのある物件
の処理作業

日額　５００円

清掃作業手当 ごみ収集に従事した職員
不法投棄ごみの収
集、運搬作業

日額　２２０円

結核患者等訪問指導手
当

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
に規定する一類感染症及び二
類感染症の患者に対して行う訪
問指導及び精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律の規
定に基づき行う訪問指導に従
事した保健師

左記法律に基づく訪
問指導の業務

日額　２００円

福祉業務手当
生活保護の業務に従事する指
導員及び現業員

生活保護法の規定に
基づく保護の業務

日額　２００円

行旅病人等取扱手当
行旅病人及び死亡人等の取扱
いに従事した職員

行旅病人又は行旅死
亡人の収容業務

１件　行旅病人８００円
行旅死亡人　２，０００
円

用地交渉等手当
公共事業の実施に伴う用地の
取得又は物件移転に伴う補償
に係る交渉に従事した職員

用地交渉又は移転補
償交渉の業務

日額　５００円

１，６６８千円

（注）特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給
与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの
に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給しています。

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）

手当の種類（手当数）

４１，７０３円

７．８４％

７



（５）時間外勤務手当（平成２４年４月１日）

支給実績（平成２２年度決算）

支給実績（平成２３年度決算）

（注）

（６）その他の手当（平成２４年４月１日）

手当名 内容及び支給単価
国の制

度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（H23年度決算

額）

支給職員１人当
たり平均支給年
額
（H２３年度決算
額）

扶養手当
（月額）

○扶養親族のある職員
①配偶者13,000円
②配偶者以外
（ア）6,500円（職員に配偶者がいない
場合は、そのうち１人について11,000
円）（イ）加算措置：16歳から22歳まで
の間にある子１人につき5,000円を加
算

同じ ６０，２０８千円 ２３９，８７２円

住居手当
（月額）

○自ら借り受けている住宅若しくは自
らの所有に係る住宅に居住している
職員に支給
①借家の場合は国に準じた方法によ
り手当額を算出し支給（27,000円を限
度）②持ち家の場合は新築又は購入
から５年間は一律2,500円を支給し、
５年経過後は一律1,000円を支給

一部異
なる

国においては、
持ち家の住居手
当が廃止されて
います。

３３，０３２千円 １２７，０４５円

通勤手当
（月額）

○通勤のために、交通機関や交通用
具（自動車等）を利用している通勤距
離が片道２ｋｍ以上である職員に支
給
①交通機関の利用者：定期券又は回
数券等による運賃等相当額で一箇月
55,000円を上限に支給
②自動車等交通用具利用者：通勤距
離に応じた月額2,000円（5km未満）か
ら24,500円（60km以上）の範囲で支給

同じ １８，４９５千円 ４５，８９２円

管理職
手当
（月額）

○管理又は監督の地位にある課長
級以上の職員に職責に応じて定額を
支給①部長級（51,000円～47,000円）
②課長級（45,000円～30,000円）

同じ ３０，３７２千円 ４６７，２６１円

管理職員
特別手当

○管理職手当を支給されている職員
が、臨時又は緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、週休日又は
休日等に勤務した場合に支給
①１回につき4,000円（6時間を越える
場合の勤務は6,000円）

２９４千円 ４，０８３円

（注）

１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

給料や各種手当を国の制度と比較しているのは、地方公務員法において国家公務員との均衡の原
則が規定されているからです。

８０，０６７千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

１６７千円

７０，６０４千円

１５８千円

２　時間外勤務手当とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に正規の勤務時間を越えて
勤務した場合に支給される手当です。

３　休日勤務手当とは、祝日法による休日又は年末年始の休日等の正規の勤務時間内に勤務した
場合に、支給される手当です。



６　特別職等の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

給料

６１６，０００円　（８８０，０００円） １，０００，０００円／ ４４７，５００円

６０９，３００円　（６７７，０００円） ８１６，０００円／ ４９７，０００円

４９６，８００円　（５５２，０００円） 　　　　　　　　円／ 　　　　　　　　円

報酬 　　　４１９，０００円 ６９８，０００円／ ３３５，０００円

　　　３８３，０００円 ６２０，０００円／ ２７５，０００円

　　　３５９，０００円 ５６０，０００円／ ２５５，０００円

教育長

勤勉手当 教育長

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

市長
給料月額×５００／１００×在職年数 １７，６００，０００円 任期毎

退職手当 副市長 給料月額×２９０／１００×在職年数 ７，８５３，２００円 任期毎

教育長
給料月額×２４０／１００×在職年数 ５，２９９，２００円 任期毎

備考

（注）

区分

市長

副市長

教育長

（参考）類似団体における最高／最低額

給料月額等

期末手当

加算措置　　有

加算措置　有

 ６月期　　１．４０月分　　　１２月期　　１．５５月分　　　計　　２．９５月分

議長
副議長
議員

 ６月期　　１．４０月分　　　１２月期　　１．５５月分　　　計　　２．９５月分

　（２３年度支給割合）

加算措置　有

２　退職手当の「１期の手当額」は４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４
年＝４８月）の勤めた場合における退職手当の見込額です。

１　給料の欄（　　　）内は、市長（３０％）・副市長（１０％）・教育長（１０％）の減額措置を行
う前の給料月額です。

　（２３年度支給割合）

 ６月期　　０．６７５月分　　　１２月期　　０．６７５月分　　　計　　１．３５月分

加算措置　有

　（２３年度支給割合）

議長

　（２３年度支給割合）

 ６月期　　１．２２５月分　　　１２月期　　１．３７５月分　　　計　　２．６０月分

副議長

議員

市長
副市長



７　職員数の状況

区分

部門

議会

総務

税務

労働

農水

商工

土木

民生

衛生

計

教育
部門

教育

(注） １　職員数は一般職に属する職員数である。

２　[　　　　　]内は、条例定数の合計です。

＜参考＞１万人当たりの職員数　７８．７５人

[６００] [６００] [０]

公営
企業
等会
計部
門

合計

普通
会計
部門

小計

549 ▲ 14

506

563

水道

下水道

その他

小計

17

57

0

0

▲ 156

30

493 ▲ 13

70

11

17

▲ 2

▲ 12

▲ 1

0

423435

28 28

71

12

▲ 5

0

0

27

0

▲ 2

11

44

109

39

▲ 3

退職不補充

欠員不補充

＜参考＞１万人当たりの職員数　６０．７９人
（類似団体の１万人当たりの職員数　５４．４６人）

欠員不補充

業務増（係の統合）

欠員不補充

退職不補充

＜参考＞１万人当たりの職員数　７０．７０人
（類似団体の１万人当たりの職員数　７３．５３人）

▲ 1

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日）

欠員不補充

係の廃止・欠員不補充162

27

2

▲ 2

9

一般
行政
部門

46

112

0

6

32

主な増減理由平成２３年 平成２４年
対前年

増減数

41

6

157



(2) 年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

区分 計

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

職員数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 10 32 60 53 83 74 55 43 63 70 4 549

(３) 職員数の推移

一般
行政

教育

普通
会計計

公営企
業等会
計計

総合計

(注） 職員数は、各年における定員管理調査において報告した部門別の数です。

１９年

517

86

603

61

664

２０年 ２１年

489 476

81 75

570 551

２２年 ２３年 ２４年

456 435 423

71 71 70

527 506 493

632 612 584 563

62 61 57 57
▲５人

（▲８％）

▲１１５人
（▲１７％）

（単位：人・％）

過去５年間
の増減数

（率）

▲９４人
（▲１８％）

▲１６人
（▲１９％）

▲１１０人
（▲１８％）

56

549

0%

5%

10%

15%

20%

25%％

年齢区分

構成比

５年前の

構成比



８　公営企業職員の状況

区分 総費用

　　　　A

総費用に占め
る職員給与費
比率（B/A）

(参考)
２２年度の総費用
に
占める職員給与費

千円 　 ％

６０５，３３２ １０．０

イ　決算

区分 職員数 一人当たり給与費

A 給料 職員手当 計B B/A

人 千円 千円 千円 千円

10 40,829 5,877 61,734 6,173

≪参考≫団体平均

一人当たり給与費

６，３５０千円

平均月収額

４７３，３６８円

５４６，４９５円

　(注） １　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

２　上記①及び②に「団体平均」とは、全国の市町村（政令指定都市を除く）の平均です。

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２４年４月１日現在）

区分

玉　名　市

ウ　 特記事項

団　体　平　均

基本給

３２４，０７５円

平均年齢

４６．８歳

３６６，７１９円４５．６歳

　　　　　　２　職員数は、平成２４年３月３１日現在の人数です。

職員給与費　B

２３年度

千円
２３年度

千円
６１，７３４

（注）　　　１　職員手当には退職手当を含みません。

千円

９９，６９９

　 ％
９．８

(1)　水道事業

15,028

純損益又は実質収支

　①　職員給与費の状況

　ア　決算

期末・勤勉手当

給　　　　与　　　　費



（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度
額

最高限度
額

―　 千円 ―　 千円 ―　 千円

支給対象
地域

支給率

福岡市 10%

１，５０３千円 １，３６３千円

２２，９２８千円

－　千円

自己都合

２３．５０月分

３３．５０月分

勧奨・定年

３０．５５月分

４１．３４月分

イ　退職手当（平成２４年４月１日現在）

玉名市職員（企業職員を除く）

５９．２８月分

期末手当    

２．６０月分

４７．５０月分

１．３５月分

期末手当    

２．６０月分

勤勉手当    

１．３５月分

1人当たり平均支給
額

その他の加算措置　　　　　定年前早期退職特例
措置（２％～２０％加算）

その他の加算措置　　　　　定年前早期退職特例措
置（２％～２０％加算）

玉名市企業職員

1人当たり平均支給
額

５９．２８月分５９．２８月分

自己都合

２３．５０月分

－　　人

支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額
（２３年度決算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

支給実績（２３年度決算）

10%

－　　円

一般行政職の制度
（支給率）

５９．２８月分 ５９．２８月分

４７．５０月分

勧奨・定年

３０．５５月分

４１．３４月分

５９．２８月分

３３．５０月分

（２３年度支給割合）

玉名市職員（企業職員を除く）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（２３年度支給割合）

≪参考≫市町村（政令指定都市を除く）平均支給額　　　　千円

１人当たり平均支給額（２３年度）

玉名市企業職員

勤勉手当    

１人当たり平均支給額（２３年度）

　③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

ウ　地域手当（平成２４年４月１日現在）

職務の級による加算措置

役職加算　　　５％～１５％

職務の級による加算措置

役職加算　　　５％～１５％



エ　特殊勤務手当（平成２４年４月１日）

支給実績（平成２３年度決算）

６種類の手当の内容等

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

点検手当 水道課職員 量水器指針の点検業務 １０件につき１２円以内

停水手当 水道課職員
停水業務
(給水装置の基準違反）

１件につき２５０円以内

発見手当 水道課職員
無届工事不正使用者を
発見した職員

１件につき１２０円以内

施設勤務手当 水道課職員 施設勤務職員（水源地等） 日額　１２０円

徴収手当 水道課職員 徴収業務に従事する職員 日額　１５０円

現場作業手当 水道課職員
専ら外勤する者又は現
場作業に従事する職員

日額　１５０円

３０４千円

（注）特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務
で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めら
れるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給しています。

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度）

手当の種類（手当数）

３０，４３５円

１．８％

６



オ　時間外勤務手当（平成２４年４月１日）

支給実績（平成２２年度決算）

支給実績（平成２３年度決算）

（注）

（６）その他の手当（平成２４年４月１日）

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（H２３年度決算

額）

支給職員１人当
たり平均支給年
額
（H２３年度決算
額）

扶養手当
（月額）

○扶養親族のある職員
①配偶者13,000円
②配偶者以外
（ア）6,500円（職員に配偶者がいない
場合は、そのうち１人について11,000
円）（イ）加算措置：16歳から22歳まで
の間にある子１人につき5,000円を加
算

同じ ― １，７０１千円 ２４３，０００円

住居手当
（月額）

○自ら借り受けている住宅若しくは自
らの所有に係る住宅に居住している
職員に支給
①借家の場合は国に準じた方法によ
り手当額を算出し支給（27,000円を限
度）②持ち家の場合は新築又は購入
から５年間は一律2,500円を支給し、５
年経過後は一律1,000円を支給

同じ ― ６３０千円 １２６，０００円

通勤手当
（月額）

○通勤のために、交通機関や交通用
具（自動車等）を利用している通勤距
離が片道２ｋｍ以上である職員に支
給
①交通機関の利用者：定期券又は回
数券等による運賃等相当額で一箇月
55,000円を上限に支給
②自動車等交通用具利用者：通勤距
離に応じた月額2,000円（5km未満）か
ら24,500円（60km以上）の範囲で支給

同じ ― ３４８千円 ３４，８００円

管理職
手当
（月額）

○管理又は監督の地位にある課長級
以上の職員に職責に応じて定額を支
給①部長級（51,000円～47,000円）
②課長級（45,000円～30,000円）

同じ ― １，０６８千円 ５３４，０００円

管理職員
特別手当

○管理職手当を支給されている職員
が、臨時又は緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、週休日又は
休日等に勤務した場合に支給①１回
につき4,000円（6時間を越える場合の
勤務は6,000円）

同じ ― －　千円 －　円

３　休日勤務手当とは、祝日法による休日又は年末年始の休日等の正規の勤務時間内に勤務した場
合に、支給される手当です。

２，１６７千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

２４１千円

８８２千円

１１０千円

１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

２　時間外勤務手当とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に正規の勤務時間を越えて勤
務した場合に支給される手当です。


